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（参考）障害者等用駐車区画の適正利用に関するアンケート調査の結果について                            

東京都では、平成２４年に障害者等用駐車区画の適正利用に関するアンケート調査を 

実施しました。 

・利用者調査：外出の際に車いすを使用している障害者や高齢者など 

（回答数５３４） 

・施設管理者調査：障害者等用駐車区画を有する物販店や飲食店などの施設 

（回答数５６９） 

 

 

● 障害者等用駐車区画の利用意向（利用者調査より） 

「必ず利用したい」は３４．２％、「通常の駐車区画とは区別された、優先的に利用

できる区画があれば利用したい」は３８．６％であり、利用意向は７割を超えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 障害者等用駐車区画のとめやすさ（利用者調査より） 

曜日・時間帯や施設によってはとめられないとの意見が大半を占める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1%

69.3%

8.1%

10.5%

曜日・時間帯や施設によらず、いつでも大体とめられる

曜日・時間帯や施設によっては、とめられないことがある

曜日・時間帯や施設によらず、ほとんどとめられない

利用しようとしたことがない

34.2%

38.6%

27.2%

障害者等用駐車区画を必ず利用したい

通常の駐車区画とは区別された、優先的に利用できる区画があれば利用したい

通常の駐車区画でも支障はない

障害者等用駐車区画の利用に関して 

N=518 

N=371 
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● 障害者等用駐車区画を利用できない原因（利用者調査より） 

・健常者の駐車が多い（４２．３％） 

・障害者等用駐車区画の数が少ない（４９．５％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 健常者による不適正な駐車の状況（施設管理者調査より） 

施設管理者においても、健常者の不適正な駐車が「ときどきある」と「よくある」を

合わせて４１．４％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.6%

33.8%

34.6%

6.8%
2.1%

ない

ほとんどない

ときどきある

よくある

わからない

2.2%

42.3%

49.5%

6.1%

案内標示や誘導等が不十分で場所が分かりにくいから

一般車両（健常者）の駐車が多いから

障害者等用駐車区画の数が少ないから

その他

N=279 

N＝468 
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● 適正利用を特に推進してほしい施設（利用者調査より） 

適正利用は、医療・福祉施設や大規模物販店、飲食店等、日常的に利用する様々な施

設で求められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 適正利用のために有効と考える対策（利用者調査より） 

利用者が有効と考える対策は、「警備員・誘導員の配置」、「利用対象者を明示した看

板の設置」、「床面を目立つ色で塗装」などとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.1%

41.3%

39.6%

34.1%

33.3%

31.4%

25.3%

18.5%

6.8%

1.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

駐車場の警備員・誘導員の配置

利用対象者を明示した目立つ看板を設置

障害者等用駐車区画の床面を目立つ色で塗装

不適正利用車両への注意文書の貼付

不適正利用を禁止又は防止する公的規制など

施設において利用対象者に「利用者カード」や「標章」等を交付

障害者等用駐車区画に専用ゲートを設置

行政による普及啓発の強化

施設の館内放送等による周知・警告

その他

55.6%

49.7%

32.6%

23.6%

21.8%

21.2%

18.7%

17.0%

11.7%

9.6%

9.4%

9.0%

3.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

医療・福祉施設（病院、老人ホーム等）

大規模の物販店（デパート、総合スーパー等）

中小規模の物販店（食品スーパー、コンビニ等）

飲食店（ファミリーレストラン等）

公共交通施設（駅、空港等）

官公庁（区市町村役場、保健所等）

文化施設（文化センター、図書館等）

銀行・郵便局

時間貸し駐車場（コインパーキング等）

スポーツ施設（体育館等）

公園

集会所・公民館

その他 N＝513 

N＝513 

適正利用に向けた対策などに関して 
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● 適正利用のために有効と考える対策（施設管理者調査より） 

施設管理者が有効と考える対策は、「床面を目立つ色で塗装」、「利用対象者を明示し

た看板の設置」、「警備員・誘導員の配置」などとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 適正利用のために実施している対策（施設管理者調査より） 

実施している対策としては、「床面を目立つ色で塗装」、「利用対象者を明示した看板

の設置」、「警備員・誘導員の配置」が多くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.6%

55.2%

37.6%

11.9%

8.8%

4.4%

3.9%

2.3%

7.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

床面を目立つ色で塗装

利用対象者を明示した目立つ看板を設置

警備員・誘導員の配置

不適正利用車両への注意文書の貼付け

館内放送等による周知・警告

普及啓発（チラシの配布、ポスターの掲示等）

利用対象者のみ進入可能な専用ゲート等を設置

施設において利用対象者に利用カードや標章等を交付

その他

67.9%

64.4%

34.4%

18.5%

16.1%

12.8%

11.9%

6.8%

4.9%

3.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

床面を目立つ色で塗装

利用対象者を明示した目立つ看板を設置

警備員・誘導員の配置

不適正利用車両への注意文書の貼付け

不適正利用を禁止又は防止する公的規制等

利用対象者のみ進入可能な専用ゲート等を設置

普及啓発（チラシの配布、ポスターの掲示等）

施設において利用対象者に利用カードや標章等を交付

館内放送等による周知・警告

その他

N＝388 

N＝514 


